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団体役員の登録の方法が変わります。下記手順にてご対応いただきますようお願い申し上げます。

※■１.「会員（構成員）登録」及び■２.「団体役員登録」の2種類の登録を実施します。

１．「会員（構成員）登録」について

　団体役員（加盟団体役員）は、まず、年齢に応じて登録料を支払う「構成員」でなければなりません。

　また、下記2つの立場により登録方法が異なります。

A:チーム所属構成員 B:その他構成員

所属団体（チーム）に所属している会員 所属団体（チーム）に所属していない会員

【今年度のみ、引継ぎ作業が必要です。説明資料（別添）：新システムへの移行手順（引継ぎ）】

１）構成員登録申請をまずは行います（Bについては個人申請が前提です）。

管理者用マニュアル

団体役員（加盟団体）登録について

大会等に出場するため、すべての種別の

選手は「所属団体（チーム）」に所属する

必要があり、そのチームに所属する指導

者、管理者、責任者、トレーナーなどを

指します。

一方、「所属団体（チーム）」に所属してい

ない会員は、こちらに分類されます。

一般用ページ（申請者用）
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「　A:チーム所属構成員の方は、「チーム所属構成員に関する申請はこちら」から登録をします。ただ
し、通常は、所属団体（チーム）で一括して構成員登録をする場合が多いため、その登録（登録料の支
払いまで）を済ませておけば追加で申請をする必要はありません。

「　B:その他構成員」の方は、下にスクロールしていただいた上で「その他構成員に関する申請はこち
ら」の申請を行っていただきます。該当する方にはこちらをご案内ください。
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入力内容を確認して申請してください。

これに基づき、請求書が発行され、登録料の支払いで構成員としての登録が完了となります。

　　　に対して上乗せ県登録料の設定も可能ですが、ここでの詳細は省略。

　　　参考：第4回登録システム移行に関する設定管理者説明会資料8ページ 資料リンク

「B:その他構成員」の方は、団体登録先情報で次の選択をしていきます。

任意ですが、申請理由に団体役員の役職名を記載いただき確認することができます。

競技区分は「団体役員」を選択

構成員区分は「団体役員（加盟団

体所属のみ）」を選択

該当の都道府県を選択

該当の都道府県協会・連盟

B

https://www.jpn-gym.or.jp/wp-content/uploads/2024/11/ppt250221.pdf


２．「団体役員登録」について

第4回登録システム移行に関する設定管理者説明会資料9ページ 資料リンク

■未解決部分の対応１（委員会作成）

■未解決部分の対応（役職ごとの上乗せ金額設定）

＜上記、上乗せ対応は下記資料参照＞

　　　に対しての上乗せ対応

　　　参考：第4回登録システム移行に関する設定管理者説明会資料8ページ 資料リンク

※未解決部分の対応は状況に応じて変更になる可能性があります。

　管理者ページにおいて、「団体管理」の委員会一覧において、役職を作成し、作成した各役職に対し
て、前述した登録構成員を委嘱する方法で団体役員を登録管理することになります。

・委員会種別において「その他」の追加を依頼していますが、まだ改修が間に合っていません。そのた
め、選択肢は「理事会」しかありませんので、そちらを選択した上で、グループ組織を作成してくださ
い。委員会名の欄は、必ず委員会である必要はありません。適宜名称をつけて役職を設定ください。

従来の役職設定と役職別料金設定が個別にできません。そのため、役職別料金回収が必要な場合、各
都道府県協会・連盟において個別にご対応ください（ただし、第4回オンライン説明会8ページで示し
た通り、年齢区分に一律額、県の上乗せ登録料を課すことは可能です）

管理者の方で「団体役員登録」において設定した役職などに該当者の個人IDを入力することで委嘱
し、本人の承諾をもって団体役員登録完了となります。

B

役職作成⇒個人ID入力（委嘱）⇒本人（承認）

https://www.jpn-gym.or.jp/wp-content/uploads/2024/11/ppt250221.pdf
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